
 

内閣府 先端的サービスの開発・構築等に関する調査事業 

「茨城県つくば市におけるインターネット投票に係る調査実証事業」 

有識者会議の設置について（案） 

 

 

１．目的 

先端的サービスの開発・構築等に関する調査事業「茨城県つくば市におけるインターネ

ット投票に係る調査実証事業」において、公職選挙におけるインターネット投票の実施に

必要な諸課題を洗い出し、投票システム（運用含む）の技術検証、システムの監査等を行

うため、有識者会議を設置する。 

 

２．主な検討事項 

（１）検証項目の精査及び各種リスクに対する助言・提案を行うこと。 

（２）検証に堪える機能要件を備えたシステム設計となるよう助言・提案を行うこと。 

（３）投票システムが仕様通りに構築され、正しく動作することを確認すること。 

（４）投票システムが定められた手順で運用されていることを確認すること。 

（５）公職選挙の手順に組み込む際に確認すべき事項について助言・提案を行うこと。 

 

３．有識者会議の運営等 

（１）座長 

 座長は、有識者会議の事務を掌理する。座長が有識者会議に出席できない場合は、座長代

理がその職務を代理する。 

（２）議事 

・有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

・議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の場合には、座長の決するところ

による。 

（３）議事内容の公表 

・有識者会議における議事の内容等は、有識者会議終了後速やかに、議事要旨の公表その他

の適当な方法により公表する。ただし、議事要旨等の公表が有識者会議の円滑な運営に支障

を及ぼす恐れがある場合は、座長は、期間を限り、その全部または一部を非公表とすること

ができる。 
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       坂尻  正次 筑波技術大学 研究担当副学長 教授 
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（敬称略・50音順） 
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・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
個
人
認
証
機
能
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
等
を
活
用
し
、
公
職
選
挙
に

お
い
て
信
頼
性
の
高
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
実
現
し
う
る
か
技
術
的
検
証
を
実
施
。

・
茨
城
県
つ
く
ば
市

(筑
波
大
学
周
辺
地
区
、
つ
く
ば
駅
周
辺
地
区
、
小
田

地
区
、
宝
陽
台
地
区

)

・公
職
選
挙
に
お
い
て
信
頼
性
の
高
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
整
備

（
公
職
選
挙
法
第

3
8
条

(立
会
人

)、
第

4
4
条

(投
票
場
所

)、
第

4
6
条

(自
署
・投

函
)、

第
5
0
条

(投
票
管
理
者
と
選
挙
人
確
認

)な
ど
）

先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
ポ
イ
ン
ト

事
業
実
施
エ
リ
ア

関
連
す
る
規
制
改
革
提
案

(代
表
者

)
V

O
T
E
 F

O
R

(構
成
員

)
パ
イ
プ
ド
ビ
ッ
ツ
、
日
本
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
、
つ
くば
市

事
業
実
施
体
制

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
お
い
て
も
選
挙
の
基
本
原
則
（
普
通
選
挙
、
平
等
選
挙
、
秘
密
選
挙
、
自
由
選
挙
、
直
接
選
挙
）
を
担
保
す
る
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
個
人

認
証
機
能
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
等
を
活
用
し
た
本
人
確
認
や
投
票
の
秘
密
保
持
、
買
収
・強

要
等
に
よ
る
不
正
投
票
の
防
止
に
つ
い
て
技
術
的
検
証
を
行
う
。

②
①
と
併
せ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
市
民
の
理
解
・関

心
を
高
め
る
た
め
の
普
及
・啓

発
活
動
を
行
う
。

具
体
的
な
事
業
内
容

1
. 
投
票
を
希
望
す
る
人
に
ユ
ニ
ー
ク
な
コ
ー
ド
を
発
行
（
≒
投
票
所
入
場
券
送
付
）

2
. 
コ
ー
ド
を
利
用
し
て
投
票
画
面
へ
ロ
グ
イ
ン
（
≒
投
票
所
入
場
受
付
）

3
. 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
厳
正
な
個
人
認
証
（
≒
投
票
用
紙
発
行
）

4
. 
候
補
者
を
選
択
し
、
投
票
す
る
（
≒
記
入
・投

函
）

5
. 
投
票
結
果
は
暗
号
化
し
、
投
票
者
情
報
と
切
り
離
し
て
分
散
管
理
す
る
（
≒
施
錠
管
理
）

6
. 
投
票
の
秘
密
を
保
持
し
た
ま
ま
正
確
に
集
計
（
≒
開
票
・集

計
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た

厳
正
な
個
人
認
証

○
社
会
実
装
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

2
0
2
2
年
度

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度
～

・
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

投
票
を
行
い
、
技
術
的
検
証
を
実
施

・
住
民
の
意
向
把
握
の
上
、
つ
く
ば
市
長
・
市
議
会
選
挙

へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
導
入
を
目
指
す

・
規
制
所
管
省
庁
と
の
議
論
・
調
整
等
を
踏
ま
え
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
制
度
化
の
検
討

公
職
選
挙
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
実
現
に
向
け
た
技
術
的
検
証

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
実
施
手
順

2
0
2
1
年
度

～
2
0
2
0
年
度

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
必
要
な
要
素
技
術
の
検
討

デ
ー
タ
の
暗
号
化
・
分
散
管
理

に
よ
る
漏
え
い
・
改
ざ
ん
防
止

・
つ
くば
市
内
の
中
等
学
校
の
生
徒
会
選
挙
で
の
実
証
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つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
議
論

つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
対
す
る
総
務
省
の
回
答

（
提
案
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
共
通
デ
ジ
タ
ル
ID
を
活
用
し
た
公
的
個
人
認
証
に
よ
る
一
人
一
票
の
担
保
と
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
秘
密
が
守
ら
れ
改
ざ
ん
不
可
能
で
透

明
性
を
持
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

（
回
答
）
ご
提
案
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
上
、
一
定
の
障
害
者
等
を
対
象
と
し
た
郵
便
等
投
票
な
ど
、
極
め
て
限
定
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
投
票
管

理
者
等
が
不
在
の
投
票
を
、
国
内
の
選
挙
に
お
い
て
何
ら
の
要
件
な
し
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
な
ど
選
挙
の
公
正
確
保
等
の
観
点
か
ら
課
題
が
あ
り
、
選
挙
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
問

題
で
あ
る
た
め
、
各
党
各
会
派
に
お
け
る
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
特
区
と
し
て
実
験
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
総
務
省
と
し
て
は
、
ま
ず
は
在
外
選
挙
に
お
け
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
導
入
に
つ
い
て
、
国
会
に
お
け
る
議
論
な
ど
も
踏
ま
え
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
令
和
３
年
９
月
3
0
日
）
委
員
の
指
摘
と
総
務
省
の
回
答
（
概
要
）

○
つ
くば
市
の
提
案
の
ど
こ
が
ま
ず
い
の
か
、
国
家
戦
略
特
区
と
し
て
地
域
を
限
っ
て
実
験
的
に
行
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。

→
国
内
の
選
挙
・投
票
に
お
い
て
立
会
人
・管
理
者
が
不
在
の
投
票
は
極
め
て
限
定
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
郵
便
等
投
票
は
こ
れ
ま
で
各
党
の
議
論
を
経
て
や
っ
て
き
て
お

り
、
つ
くば
市
の
提
案
で
あ
る
、
投
票
当
日
も
、
何
ら
の
要
件
も
な
し
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
認
め
る
こ
と
は
、
選
挙
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
た
め
、
特
区
で
実
験
的
に
行
う
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

○
「投
票
環
境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会
」報
告
（
平
成
3
0
年
８
月
）
に
示
さ
れ
て
い
る
６
点
の
主
な
課
題
の
ほ
か
に
何
が
具
体
的
な
問
題
な
の
か
。

→
立
会
人
や
管
理
者
が
不
在
の
投
票
と
な
る
こ
と
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
な
ど
に
よ
り
以
前
よ
り
は
本
人
確
認
な
ど
が
容
易
に
な
る
と
は
思
う
が
、
立
会
人
・管
理
者
が
い
な
い
投
票
を
ど
こ
ま

で
認
め
る
か
は
、
や
は
り
各
党
間
で
幅
広
く議
論
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

○
社
会
の
中
で
リ
ス
ク
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
ル
ー
ル
を
決
め
て
実
証
実
験
を
し
、
社
会
実
装
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
海
外
で
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
国
内

で
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

→
公
職
の
選
挙
で
そ
う
し
た
実
験
的
な
こ
と
を
や
る
と
い
う
の
は
、
ふ
さ
わ
し
くな
い
と
思
う
。
在
外
選
挙
に
つ
い
て
は
郵
便
投
票
が
誰
で
も
任
意
で
で
き
、
管
理
者
・立
会
人
不
在
の
投

票
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

1
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第
2
回
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
型
国
家
戦
略
特
別
区
域
の
区
域
指
定
に
関
す
る
専
門
調
査
会
（
2
月
9
日
）
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
発
言

○
高
橋
委
員

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
の
端
末
で
投
票
の
秘
密
が
守
ら
れ
る
環
境
を
確
保
で
き
る
か
、
こ
う
い
う
点
で
疑
念
が
払
拭
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
所
管
官
庁
は
買
収
や

強
要
な
ど
の
事
態
が
横
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
に
、
こ
の
種
の
懸
念
に
対
し
て
は
、
有
効
な
解
決
策
の
提
示
が
重
要
で
す
。

例
え
ば
、
公
選
法
を
改
正
し
て
、
条
例
に
よ
っ
て
選
挙
事
務
所
に
お
い
て
投
票
の
た
め
に
端
末
が
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
義
務
を
選
挙
責
任
者
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
か
つ
、
選
挙
責
任
者
の
違
反
に
対
し
て
は
連
座
制
を
本
人
に
適
用
す
る
、
そ
し
て
、
特
定
の
候
補
者
に
つ
い
て
運
動
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
に
対
し
て
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
を

用
い
た
投
票
の
動
作
の
確
認
を
求
め
、
あ
る
い
は
確
認
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
禁
止
規
定
を
罰
則
で
設
け
る
等
の
提
案
を
す
る
。
さ
ら
に
は
、
何
人
に
あ
っ
て
も
有
権
者
に
対
し
て
ス
マ

ホ
、
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
た
投
票
の
動
作
の
確
認
を
求
め
、
確
認
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
を
設
け
る
等
、
柔
軟
な
発
想
、
対
処
方
法
を
示
し
つ
つ
働
き
か
け
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

○
原
国
家
戦
略
特
区
W
G
座
長
代
理

・・
・そ
の
意
味
で
い
う
と
、
先
ほ
ど
高
橋
委
員
か
ら
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
話
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
大
胆
な
提
案
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
項
目
を
、
ぜ
ひ
高
橋
委
員
の
よ
う
な

知
恵
も
活
用
し
な
が
ら
で
き
る
と
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
は
そ
れ
こ
そ
大
臣
や
副
大
臣
、
政
務
官
の
お
力
添
え
な
くし
て
で
き
な
い
項
目
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
何
と
か
よ

ろ
し
くお
願
い
で
き
れ
ば
と
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
竹
中
委
員

・・
・さ
っ
き
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
で
は
な
い
で
す
が
、
一
定
の
胆
力
を
持
っ
て
や
っ
て
い
か
な
い
と
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
回
い
くつ
か
の
提
案
が
出
て

い
る
の
だ
け
れ
ど
も
合
意
し
て
い
な
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
が
い
い
例
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
2
つ
か
3
つ
で
も
い
い
か
ら
取
り
上
げ
て
、
少
し
徹
底
的
に
特
区
諮

問
会
議
、
規
制
改
革
会
議
の
力
も
借
り
な
が
ら
議
論
す
る
。
そ
う
い
う
問
題
意
識
を
継
続
し
て
い
く必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
・・
・

つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
議
論

2



第
３
回
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
型
国
家
戦
略
特
別
区
域
の
区
域
指
定
に
関
す
る
専
門
調
査
会
（
３
月
４
日
）
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
発
言

○
竹
中
委
員

こ
れ
は
事
務
局
に
対
す
る
お
願
い
と
市
長
に
対
す
る
お
願
い
で
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
前
回
こ
こ
で
議
論
し
た
と
き
に
、
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
と
し
て
は
や
は
り
ま
だ
物
足
り
な
い
、
も
っ
と
も
っ

と
そ
れ
を
強
化
し
て
くれ
と
い
う
こ
と
を
お
願
い
し
て
、
そ
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
体
ど
う
い
う
進
展
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
と
き
に
や
は
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
話
が
す
ご
く出
た
と

思
う
の
で
す
。
た
し
か
前
回
、
髙
橋
先
生
が
も
の
す
ご
くい
い
提
案
を
し
て
くだ
さ
っ
て
、
髙
橋
先
生
の
提
案
を
中
心
に
政
策
を
決
め
る
ラ
ス
ト
ミ
ニ
ッ
ツ
、
ベ
リ
ー
ラ
ス
ト
ミ
ニ
ッ
ツ
は
す
ご
い
大

事
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
諮
問
会
議
ま
で
に
髙
橋
先
生
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
事
務
局
に
是
非
御
尽
力
い
た
だ
き
た
い
し
、
そ
の
こ
と
を
五
十
嵐
市
長
に
も
是
非
御
理
解
い
た
だ
い
て
、
こ

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
是
非
で
き
る
よ
う
に
、
そ
う
す
る
と
、
非
常
に
大
き
な
目
玉
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
御
尽
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
原
国
家
戦
略
特
区
W
G
座
長
代
理

つ
くば
に
関
し
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
議
論
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
と
か
実
現
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

第
5
3
回
国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
（
３
月
1
0
日
）
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
発
言

○
竹
中
委
員

・・
・た
だ
し
、
資
料
６
、
民
間
議
員
の
共
同
ペ
ー
パ
ー
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ま
た
、
八
田
議
員
か
ら
今
御
説
明
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
世
界
に
誇
る
2
1
世
紀
ま
る
ご
と
未
来
先
取

り
都
市
と
い
う
に
は
ま
だ
ま
だ
力
不
足
で
、
今
後
も
相
当
の
て
こ
入
れ
を
ハ
ン
ズ
オ
ン
で
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
典
型
的
に
は
、
つ
くば
市
が
希
望
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
、

こ
れ
を
是
非
実
現
す
る
よ
う
、
政
府
は
努
力
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
・・
・

つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
議
論

【
参
考
】
第

53
回
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
（
令
和
４
年
３
月
10
日
）
資
料
６
「
国
家
戦
略
特
区
の
運
営
に
つ
い
て
」
（
抜
粋
）

１
、
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
等
の
指
定
に
つ
い
て

〇
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
一
昨
年
末
以
来
の
提
案
募
集
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、

2 
自
治
体
が
候
補
と
し
て
示
さ
れ
た
。
加
え
て
、
制
度
発
足
当
初
か
ら
の
懸
案
だ
っ
た

バ
ー
チ
ャ
ル
特
区
（
複
数
自
治
体
の
連
携
）
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
と
し
て
候
補
が
示
さ
れ
た
。
提
案
募
集
に
応
じ
て
尽
力
い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
自
治
体
に

感
謝
し
、
事
務
局
の
努
力
を
多
と
し
た
い
。

〇
し
か
し
、
今
回
候
補
と
し
て
示
さ
れ
た
自
治
体
の
提
案
内
容
を
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
指
定
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
区
と
比
し
て
、
大
胆
な
規
制
改
革
は
乏
し
い
。
ス
ー
パ
ー

シ
テ
ィ
本
来
の
コ
ン
セ
プ
ト
（
未
来
社
会
の
先
行
実
現
す
る
都
市
を
作
る
）
と
ま
だ
隔
た
り
が
あ
り
、
「
こ
れ
が
日
本
政
府
の
描
く
未
来
社
会
」
と
世
界
に
胸
を
張
っ
て
提
示

で
き
る
レ
ベ
ル
に
至
っ
て
い
な
い
。
今
回
こ
れ
ら
自
治
体
を
指
定
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
大
胆
な
提
案
を
追
加
し
、
国
に
お
い
て
規
制
所
管
省
庁
と
協
議
調
整
し
、
指
定
か

ら
一
年
以
内
に
本
来
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
沿
っ
た
規
制
改
革
を
実
現
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
べ
き
で
あ
る
。

〇
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
の
募
集
は
、
革
新
的
提
案
を
求
め
る
た
め
、
今
後
も
続
け
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
デ
ジ
タ
ル
関
連
の
バ
ー
チ
ャ
ル
特
区
に
関
し
て
も
、
健
康
以
外

の
分
野
で
も
、
積
極
的
な
提
案
を
募
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
バ
ー
チ
ャ
ル
特
区
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
で
離
れ
た
地
域
を
結
ん
で
特
定
分
野
に
取
り
組
む
と
の
特
質
を
示
す

名
称
に
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
（
例
え
ば
「
デ
ジ
タ
ル
田
園
連
携
特
区
」
な
ど
）
。

〇
今
回
の
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
の
選
定
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
「
規
制
所
管
省
庁
と
合
意
し
た
規
制
改
革
項
目
が
複
数
あ
る
こ
と
」
が
要
件
と
し
て
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
大
胆
な
規

制
改
革
提
案
で
は
な
く
、
各
省
庁
と
折
り
合
い
の
つ
き
や
す
い
提
案
を
出
し
た
ほ
う
が
指
定
さ
れ
や
す
い
」
と
の
誤
解
を
生
ん
だ
こ
と
を
危
惧
す
る
。
国
家
戦
略
特
区
制
度
の

根
幹
は
、
自
治
体
や
企
業
が
大
胆
な
規
制
改
革
提
案
を
行
い
、
国
が
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
運
営
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
、
制
度
趣
旨
を
改
め
て
徹
底

す
る
必
要
が
あ
る
。

3



つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
確
認
事
項
に
対
す
る
総
務
省
回
答
（
概
要
）
（
令
和
３
年
1
0
月
～
1
1
月
、
概
要
続
）

○
公
職
選
挙
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
課
題
と
そ
の
解
決
に
向
け
た
方
向
性
に
つ
い
て
。

具
体
的
課
題
以
前
の
問
題
と
し
て
、
つ
く
ば
市
提
案
の
公
職
の
選
挙
を
対
象
と
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
公
職
選
挙
制
度
上
、
重
度
の
障
害
者
等
を
対
象
と

し
た
郵
便
等
投
票
な
ど
、
極
め
て
限
定
的
な
場
合
（
投
票
機
会
の
確
保
が
著
し
く困
難
な
場
合
）
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
を
、
国
内
の

選
挙
に
お
い
て
特
段
の
要
件
な
し
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
選
挙
の
公
正
確
保
等
の
観
点
か
ら
課
題
が
あ
り
、
公
職
選
挙
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
各
党
各

会
派
に
お
け
る
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
特
区
と
し
て
実
験
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

在
外
選
挙
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
課
題
と
そ
の
解
決
に
向
け
た
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
「
投
票
環
境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会
報
告
」で
お

示
し
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
主
な
も
の
は
、
当
方
の
説
明
資
料
に
「主
な
課
題
」と
し
て
記
載
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

総
務
省
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
海
外
利
用
を
前
提
に
、
在
外
選
挙
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
導
入
に
当
た
っ
て
は
、

・
通
常
の
シ
ス
テ
ム
と
異
な
り
、
投
票
の
秘
密
保
持
と
い
う
選
挙
特
有
の
課
題
に
対
応
し
、
限
ら
れ
た
短
期
間
（
選
挙
期
間
）
の
中
で
適
切
に
投
開
票
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

・
仮
に
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
再
度
や
り
直
し
は
で
き
ず
、
選
挙
無
効
と
な
る
お
そ
れ
（
国
会
議
員
が
一
定
期
間
不
在
と
な
る
お
そ
れ
）
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
こ
と

な
ど
、
重
要
な
課
題
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
慎
重
に
検
討
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

○
現
行
制
度
上
投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
る
類
型
に
限
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。

投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
投
票
所
に
行
くこ
と
が
で
き
な
い
者
の
投
票
機
会
の
確
保
と
選
挙
の
公
正
確
保
の
調
和
の
観
点
か
ら
、
現
行
制
度
が
成
り

立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
と
い
う
新
た
な
投
票
方
法
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
選
挙
の
公
正
確
保
の
観
点
か
ら
、
本
人
確
認
の
確
実
な
実
施
、
投
票
の
秘
密
の
保

持
、
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
な
ど
の
課
題
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
に
御
議
論
を
い
た
だ
く必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

○
地
方
議
会
で
の
議
決
や
住
民
の
合
意
を
得
た
自
治
体
に
お
い
て
、
当
該
自
治
体
の
地
方
選
挙
に
限
定
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
。

・・
・仮
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
で
、
ト
ラ
ブ
ル
や
不
正
が
あ
っ
た
場
合
、
選
挙
争
訟
に
よ
り
長
や
議
員
の
不
在
期
間
が
長
期
化
し
、
自
治
体
運
営
に
著
し
い
不
都
合
が
生
じ
る
可

能
性
が
あ
り
、
一
つ
の
自
治
体
の
選
挙
で
あ
っ
て
も
政
治
的
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ぶ
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
般
的
な
制
度
と
し
て
各
党
各
会
派
に
お
け
る
十
分
な
議
論
を
要
す
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
特
区
に
限
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
認
め
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
自
治
体
間
で
差
異
が
生
じ
る
こ
と
と

な
る
が
、
こ
う
し
た
差
異
を
許
容
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
投
票
が
選
挙
制
度
の
基
本
的
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
に
御
議
論
を
い
た
だ
く必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
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つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
確
認
事
項
に
対
す
る
総
務
省
回
答
（
続
）

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
実
証
実
験
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
つ
くば
市
の
提
案
の
う
ち
ど
こ
が
問
題
な
の
か
、
「投
票
環
境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会
」報
告
（
平
成
3
0
年

８
月
）
に
示
さ
れ
て
い
る
６
点
の
主
な
課
題
の
う
ち
、
ど
の
点
が
問
題
に
な
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
技
術
的
課
題
を
解
決
し
実
施
で
き
る
か
。

（
回
答
）
つ
くば
市
提
案
の
公
職
の
選
挙
を
対
象
と
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
課
題
以
前
の
問
題
と
し
て
、
現
行
の
公
職
選
挙
制
度
上
、
重
度
の
障
害
者
等

を
対
象
と
し
た
郵
便
等
投
票
な
ど
、
極
め
て
限
定
的
な
場
合
（
投
票
機
会
の
確
保
が
著
し
く困
難
な
場
合
）
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
を
、

国
内
の
選
挙
に
お
い
て
特
段
の
要
件
な
し
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
選
挙
の
公
正
確
保
等
の
観
点
か
ら
課
題
が
あ
り
、
公
職
選
挙
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、

各
党
各
会
派
に
お
け
る
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
特
区
と
し
て
実
験
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
つ
くば
市
提
案
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
つ
くば
市
提
案
資
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
つ
い
て
、
あ
え
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
．
本
人
確
認
の
確
実
な
実
施

つ
くば
市
は
共
通
デ
ジ
タ
ル
ID
（
つ
くパ
ス
）
に
よ
る
個
人
認
証
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
初
回
の
み
公
的
個
人
認
証
を
行
い
、
投
票
時
は
顔
認
証
と
パ
ス
コ
ー
ド
で
本
人
確

認
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
仮
に
投
票
時
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
署
名
用
電
子
証
明
書
を
用
い
な
い
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

・
ア
プ
リ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
時
の
認
証
後
に
住
所
や
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
投
票
時
に
本
人
の
住
所
や
氏
名
が
住
民
票
上
の
住
所
や
氏
名
で
あ
る
こ
と
を
担
保
で
き
な
い

・
顔
認
証
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
確
率
で
本
人
を
拒
否
し
た
り
、
他
人
を
本
人
と
誤
認
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
や
利
用
面
で
の
課
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
投
票
時
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
署
名
用
電
子
証
明
書
を
用
い
る
方
法
に
比
べ
て
、
本
人
確
認
の
信
頼
性
に
劣
る
の
で
は
な
い
か
。

２
．
投
票
の
秘
密
の
確
保

現
行
制
度
上
、
や
り
直
し
投
票
（
上
書
き
投
票
）
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
確
定
投
票
後
に
誰
が
記
載
し
た
投
票
用
紙
か
を
特
定
し
て
、
や
り
直
し
投
票
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
つ
くば
市
は
、
投
票
結
果
は
暗
号
化
さ
れ
、
投
票
者
情
報
と
切
り
離
さ
れ
て
集
計
す
る
と
し
て
い
る
一
方
で
、
や
り
直
し
投
票
を
可
能
と
す
る
方
法
を
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。
や
り
直

し
投
票
を
行
う
た
め
に
は
、
投
票
結
果
と
投
票
者
情
報
を
紐
づ
け
て
保
存
し
て
お
く必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
現
行
制
度
や
投
票
の
秘
密
の
確
保
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

３
．
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

及
び

４
．
シ
ス
テ
ム
ダ
ウ
ン
対
策

つ
くば
市
の
提
案
に
は
、
「高
度
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
実
装
し
た
シ
ス
テ
ム
の
導
入
」、
「各
端
末
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
徹
底
」、
「ア
プ
リ
の
脆
弱
性
対
策
（
第
三
者
機
関
に
よ
る
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
、
投
票
ご
と
の
認
証
等
を
検
討
）
」と
い
っ
た
説
明
し
か
な
い
。

５
．
事
後
的
な
投
票
内
容
の
検
証
（
開
票
結
果
の
正
当
性
）

及
び
６
．
そ
の
他
対
応

つ
くば
市
の
提
案
に
説
明
が
な
い
。

つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
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つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
確
認
事
項
に
対
す
る
総
務
省
の
回
答
（
令
和
４
年
３
月
、
概
要
）

○
以
下
①
か
ら
③
ま
で
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
自
治
体
の
地
方
選
挙
に
限
定
し
、
つ
くば
市
長
及
び
つ
くば
市
議
会
選
挙
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
導
入
す
る
こ
と
の

可
否
に
つ
い
て
。

①
初
回
の
み
な
ら
ず
、
投
票
ご
と
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
を
用
い
て
本
人
確
認
を
行
う
こ
と

②
投
票
の
秘
密
保
持
と
公
正
な
選
挙
確
保
の
た
め
、
公
職
選
挙
法
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
干
渉
に
関
す
る
罪
を
新
設
す
る
こ
と

③
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
、
シ
ス
テ
ム
ダ
ウ
ン
対
策
と
し
て
、
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
場
合
、
再
投
票
ま
で
の
間
任
期
を
延
長
す
る
特
例
規
定
を
新
設
す
る
こ
と

→
つ
くば
市
提
案
の
公
職
の
選
挙
を
対
象
と
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
回
答
し
て
き
て
い
る
と
お
り
、
技
術
的
措
置
や
罰
則
以
前
の
問
題
と
し
て
、
現
行
の
公

職
選
挙
制
度
上
、
外
出
困
難
な
重
度
の
障
害
者
等
を
対
象
と
し
た
郵
便
等
投
票
な
ど
、
極
め
て
限
定
的
な
場
合
（
投
票
機
会
の
確
保
が
著
し
く困
難
な
場
合
）
に
し
か
認
め
ら
れ

て
い
な
い
投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
を
、
国
内
の
選
挙
に
お
い
て
特
段
の
要
件
な
し
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
選
挙
の
公
正
確
保
等
の
観
点
か
ら
課
題
が
あ
り
、

選
挙
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
各
党
各
会
派
に
お
け
る
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
特
区
と
し
て
実
験
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

仮
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
で
、
ト
ラ
ブ
ル
や
不
正
が
あ
っ
た
場
合
、
選
挙
争
訟
に
よ
っ
て
自
治
体
運
営
に
著
し
い
不
都
合
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
一
つ
の
自
治
体
の
選
挙
で
あ
っ

て
も
政
治
的
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ぶ
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
際
の
選
挙
で
行
う
場
合
に
は
、
一
般
的
な
制
度
と
し
て
各
党
各
会
派
に
お
け
る
十
分
な
議
論
を
要
す
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。 な
お
、
特
区
に
限
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
認
め
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
投
票
管
理
者
・立
会
人
が
不
在
の
投
票
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
自
治
体
間
で
差
異
が
生
じ
る
こ
と
と

な
る
が
、
こ
う
し
た
差
異
を
許
容
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
投
票
が
選
挙
制
度
の
基
本
的
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
御
議
論
を
い
た
だ
く必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

な
お
、
御
提
案
③
の
「ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
場
合
、
再
投
票
ま
で
の
間
任
期
を
延
長
す
る
」措
置
が
、
「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
選
挙
争
訟
と
な
り
選
挙
無
効
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
再
選
挙
に
よ
り
当
選
人
が
決
ま
る
ま
で
の
間
現
職
の
地
位
を
維
持
す
る
」と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
選
挙
は
、
選
挙
人
の
代
表
を
決
め
る
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
選
挙
が
選
挙
争
訟
と
な
り
選
挙
無
効
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
現
職
の
地
位
が
維
持
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
御
提
案
③
の
よ
う
な
措
置
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

つ
く
ば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
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No. 大項目 小項目（技術検証含む） 検証方法 プレ住民投票 公職選挙

1 厳正な本人確認・個人認証

（一人一票）

1-1 デジタルID（つくスマ）による投票者

登録＝投票所入場券の自宅への送

付に相当

対象者のうち、スマホアプリ「つくスマ」を

ダウンロードしたユーザーが、投票人登

録できることを確認する
〇 〇

1-2 投票用コードによる投票権確認＝投

票所入場券の投票所受付での提示に

相当

投票人認証画面に投票用コードを入

力し、有効なコードに限りマイナンバー

カード認証画面へ進めることを確認す

る

〇 〇

1-3 マイナンバーカード及び署名用電子証

明書のパスワードによる本人確認＝投

票用紙の発行に相当

投票券認証画面でマイナンバーカード

の署名用パスワードを入力し、有効な

カードに限り投票画面に進めることを確

認する

〇 〇

2 投票の秘密の担保

（秘密投票）

2-1 投票データへの不正アクセス・漏えいを

防ぐ＝選挙期間中の投票箱の管理に

相当

アクセス制御、ファイヤーウォール、シス

テム監視等が稼働していることを確認

する
〇 〇

2-2 管理者（運営者・システム担当者）

も投票内容に関知することができない

＝選挙期間中及び開票時の投票箱

の管理に相当

暗号化及びハッシュ化（ブロックチェー

ンの利用等）により、管理画面及び登

録データから個別の投票内容を知るこ

とができないことを確認する

〇 〇

3 買収強要の防止

（自由選挙）

3-1 本人の自由意思による投票であること

の確認を投票手順に含める＝投票管

理者及び投票立会人に相当

投票画面内または前ページに確認欄

が表示され、確認後に限り投票できる

ことを確認する
〇 〇

3-2 本人の自由意思による投票であること

を事後のアンケート等で確認する＝投

票管理者及び投票立会人に相当

投票完了画面内または次ページにアン

ケート欄が表示され、回答できることを

確認する
〇 〇

3-3 投票の買収強要行為を禁じる旨を、

投票案内時に周知する

投票案内のチラシやwebサイト上に表

示されていることを確認する 〇 〇

3-4 やり直し（上書き）投票の検証
〇

ー

※要検討

4 障害・負荷対策の実施

4-1

不正アクセスや過負荷に耐えられること

を検証する

脆弱性診断およびホワイトハックを実施

し、その結果を確認する 〇 〇

4-2

データの改ざんや機器不良、電源喪失

に備える

投票データを複数台のノード（サー

バ）で分散管理していることを確認す

る
〇 〇

4-3

回線又はデバイスの不具合等により投

票できない人のために、市内拠点に投

票窓口を設置する

投票窓口の設置及び運営の状況を確

認する 〇 〇

5 公正性の担保

5-1

投票履歴を記録し、事後検証を可能

とする＝投票用紙の事後管理に相当

システムへのアクセス権限を管理し、ロ

グを取得して一定期間保存する 〇 〇

5-2

管理者（運営者・システム担当者）

も投票内容に関与することができない

＝選挙期間中及び開票時の投票箱

の管理に相当

暗号化及びハッシュ化（ブロックチェー

ンの利用等）により、管理画面等から

データを削除したり改ざんできないことを

確認する

〇 〇

5-3

開票立会人による不正の防止＝開票

管理者に相当

有識者による監査及び立会を実施す

る
〇 〇

6 投票機会の平等の担保

6-1 インターネットに接続可能なパソコン及

びスマートフォンから投票可能とする

主要ブラウザの最新版から投票できる

ことを確認する（chrome・safari・

Edge・Firefoxで約95％をカバー）
〇 〇

6-2 自書の困難な人も代理人を介さず投

票できる環境を構築、音声による支援

も実施する

投票窓口に専用機器を設置し、正しく

動作することを確認する 〇 〇

6-3 回線又はデバイスの不具合等により投

票できない人のために、市内拠点に投

票窓口を設置する（再掲）

投票窓口の設置及び運営の状況を確

認する 〇 〇

7
（今後実証詳細を検討する中で、追加検証項目を順次追記）

7-1

検証項目（案）
資料６



今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

1

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

有
識
者
会
議

プ
レ
住
民
投
票

住
民
意
識
調
査

啓
蒙
・
啓
発

第
１
回

(8
/2
4)

第
２
回

(9
下
旬
)

第
３
回

(1
0下

旬
)

第
４
回

(1
2月
)

第
５
回

(１
月
)

報
告
書

と
り
ま
と
め

シ
ス
テ
ム
開
発

プ
レ
住
民
投
票

実
施

検
証

予
備
日

企
画
、
ア
ン
ケ
ー
ト

フ
ォ
ー
ム
作
成

調
査
実
施

集
計
・
分
析

チ
ラ
シ
、
we
bコ

ン
テ
ン

ツ
作
成

チ
ラ
シ
配
布
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

・
会
議
の
設
置

・
調
査
概
要

・
検
証
項
目
案

・
投
票
ｼｽ
ﾃﾑ

・
検
証
項
目
案

・
投
票
ｼｽ
ﾃﾑ

・
実
施
体
制

・
ｼｽ
ﾃﾑ
確
認

・
検
証
項
目
案

・
結
果
報
告

・
検
証
評
価
案

・
罰
則
の
検
討

・
報
告
書
骨
子

・
結
果
報
告

・
検
証
評
価
案

・
報
告
書
案

資
料
７



有
識
者
会
議
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
議
題
（
予
定
）

第
１
回

令
和
４
年
８
月
24
日
（
水
）

（
議
題
）
有
識
者
会
議
の
役
割
と
体
制
、
委
員
の
紹
介

つ
く
ば
市
提
案
の
概
要
、
本
事
業
の
概
要

プ
レ
住
民
投
票
の
概
要
に
つ
い
て

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

第
２
回

令
和
４
年
９
月
下
旬
開
催

（
議
題
）

プ
レ
住
民
投
票
の
投
票
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

検
証
項
目
に
関
す
る
検
討

第
３
回

令
和
４
年
10
月
下
旬
開
催

（
議
題
）

プ
レ
住
民
投
票
の
投
票
シ
ス
テ
ム
及
び
実
施
体
制
に
つ
い
て

シ
ス
テ
ム
確
認
（
監
査
）
の
概
要
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

検
証
項
目
の
設
定

（
令
和
４
年
11
月

プ
レ
住
民
投
票
の
実
施
）

第
４
回

令
和
４
年
12
月
開
催

（
議
題
）

プ
レ
住
民
投
票
の
結
果
報
告

検
証
項
目
の
評
価
に
関
す
る
検
討

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

有
識
者
会
議
の
報
告
書
に
関
す
る
検
討

第
５
回

令
和
５
年
１
月
開
催

（
議
題
）
プ
レ
住
民
投
票
及
び
住
民
意
識
調
査
の
結
果
報
告

検
証
項
目
の
評
価
の
確
定

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

有
識
者
会
議
報
告
書
案
に
つ
い
て

2



1

公
職
選
挙
制
度
に
お
け
る
各
種
投
票
方
式
の
概
要

当
日
本
人
に
よ
る
投

票
所
で
の
投
票

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票

郵
便
等
投
票

特
例
郵
便
等
投
票

在
外
投
票

電
子
投
票

（
参
考
）
つ
く
ば
市
提
案

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票

根
拠
法

公
職
選
挙
法

公
職
選
挙
法

（
第
4
8
条
の
２
）

公
職
選
挙
法

（
第
4
9
条
）

公
職
選
挙
法

(第
4
9
条
②
)

特
例
郵
便
等
投
票
法

（
※
１
）

公
職
選
挙
法

（
第
4
9
条
の
２
）

電
磁
的
記
録
式
投
票

法
（
※
２
）

―

選
挙
の
種
類

衆
・参

議
員
選
出
選

挙
・地

方
公
共
団
体

の
長
及
び
議
員
を
選

出
す
る
選
挙

同
左

同
左

同
左

衆
・参

議
員
選
出
選
挙

条
例
を
定
め
た
地
方
公

共
団
体
の
長
及
び
議
員

を
選
出
す
る
選
挙

つ
くば
市
長
及
び
つ
く
ば
市

議
会
議
員
を
選
出
す
る
選

挙

投
票
人

1
8
歳
以
上
の
日
本
人

同
左

病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
等
に

入
院
・入

所
し
て
い
る
選
挙

人
、
船
員
等

・身
体
に
重
度
の
障
害
が

あ
る
選
挙
人

・新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
で
宿
泊
・自

宅
療
養

等
を
し
て
い
る
選
挙
人

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
選
挙
人

1
8
歳
以
上
の
日
本
人

で
住
民
票
を
有
す
る
者

1
8
歳
以
上
の
日
本
人
で
つ

くば
市
に
住
民
票
を
有
す
る

者

投
票
の
場
所

投
票
所

期
日
前
投
票
所

不
在
者
投
票
管
理
者
の

管
理
す
る
投
票
を
記
載
す

る
場
所

選
挙
人
の
現
在
す
る
場
所

・在
外
公
館
の
長
が
管
理
す
る
場
所

・選
挙
人
の
現
在
す
る
場
所

投
票
所

・選
挙
人
の
現
在
す
る
場

所

投
票
方
法

投
票
所
に
お
い
て
、
投

票
用
紙
に
候
補
者
名

や
政
党
名
を
自
書

（
一
部
選
択
式
）
し

て
投
票
箱
に
投
函

期
日
前
投
票
所
に

お
い
て
、
投
票
用
紙

に
候
補
者
名
や
政

党
名
を
自
書
（
一

部
選
択
式
）
し
て

投
票
箱
に
投
函

不
在
者
投
票
管
理
者
の

管
理
す
る
場
所
に
お
い
て
、

投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載

を
し
、
封
筒
に
入
れ
て
管
理

者
に
提
出

事
前
の
証
明
や
書
類
請

求
等
を
経
て
、
郵
便
・信

書
便
に
よ
り
送
付

以
下
の
い
ず
れ
か
の
方
法

・在
外
公
館
の
長
が
管
理
す
る
場
所

に
お
い
て
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載

を
し
、
封
筒
に
入
れ
て
在
外
公
館
の

長
に
提
出

・選
挙
人
の
現
在
す
る
場
所
に
お
い
て

投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
郵

便
等
に
よ
り
送
付

投
票
所
に
行
き
、
設
置

さ
れ
て
い
る
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル

を
操
作
し
て
投
票

投
票
所
に
限
ら
ず
、
ど
こ
か
ら

で
も
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
等
か
ら
投
票

立
会
人
・管

理
者

立
会
人

同
左

不
在
者
投
票
管
理
者

な
し

・在
外
公
館
の
長

・（
郵
便
等
の
場
合
）
な
し

立
会
人

な
し

干
渉
に
対
す
る

罰
則

立
会
人
に
よ
る
監
視

投
票
干
渉
罪
等
の
罰

則

同
左

管
理
者
に
よ
る
監
視

投
票
干
渉
罪
等
の
罰
則

投
票
干
渉
罪
等
の
罰
則

・在
外
公
館
の
長
が
管
理
す
る
場
所

に
お
け
る
投
票
の
場
合
、
在
外
公
館

の
長
に
よ
る
監
視

・投
票
干
渉
罪
等
の
罰
則

立
会
人
に
よ
る
監
視

投
票
干
渉
罪
等
の
罰
則

投
票
干
渉
罪
等
の
罰
則

投
票
期
間
と

受
付
時
間

選
挙
期
日
の
午
前
7

時
か
ら
午
後
8
時
ま
で

（
繰
り
上
げ
・繰

り
下

げ
が
あ
る
）

公
示
ま
た
は
告
示
の

翌
日
か
ら
選
挙
期

日
の
前
日
の
午
前
8

時
半
か
ら
午
後
8
時

ま
で
（
繰
り
上
げ
・

繰
り
下
げ
が
あ
る
）

公
示
ま
た
は
告
示
の
翌
日

か
ら
選
挙
期
日
の
前
日
の

午
前
8
時
半
か
ら
午
後
5

時
ま
で
に
投
票
し
、
各
市

区
町
村
の
投
票
所
の
締
切

ま
で
に
投
票
所
に
到
着

公
示
ま
た
は
告
示
の
翌
日

以
降
に
投
票
手
続
を
行
い
、

各
市
区
町
村
の
投
票
所

の
締
切
ま
で
に
投
票
所
に

到
着

・在
外
公
館
で
は
公
示
ま
た
は
告
示

の
翌
日
か
ら
締
切
日
の
午
前
9
時
半

か
ら
午
後
5
時
ま
で
（
地
域
に
よ
る
）

・各
市
区
町
村
の
投
票
所
の
締
切
ま

で
に
投
票
所
に
到
着

午
前
7
時
か
ら
午
後
8
時

ま
で
（
期
日
前
は
午
前

8
時
半
か
ら
、
い
ず
れ
も

繰
り
上
げ
・繰

り
下
げ
が

あ
る
）

公
示
ま
た
は
告
示
の
翌
日

の
午
前
7
時
か
ら
選
挙
期

日
の
午
後
8
時
ま
で
（
期

間
中
は
2
4
時
間
受
付
）

開
票
手
順

投
票
締
切
後
、
投
票

用
紙
を
開
票
所
に
移

送
し
て
開
票

同
左

投
票
所
で
の
投
票
と
混
ぜ

合
わ
せ
た
後
、
開
票
所
に

移
送
し
て
開
票

同
左

同
左

投
票
締
切
後
、
電
子
記

録
媒
体
を
開
票
所
に
移

送
し
て
開
票

投
票
締
切
後
、
開
票
管
理

者
が
集
計
結
果
を
確
認

参
考
資
料
１

整
理
中

※
１
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律

※
２
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律



1

（
参
考
）
在
外
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
向
け
た
動
き

参
考
資
料
２

○
投
票
環
境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会

報
告
概
要
（
平
成
3
0
年
８
月
）

Ⅱ
個
別
項
目
に
つ
い
て
の
考
え
方

１
．
投
票
し
に
く
い
状
況
に
あ
る
選
挙
人
の
投
票
環
境
向
上

（
３
）
在
外
投
票
の
利
便
性
向
上
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
）

（
課
題
）
在
外
公
館
投
票
に
お
い
て
、
投
票
期
間
が
国
内
に
比
べ
短
く
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
遠
方
に
居
住
す
る
者
が
在
外
公
館
へ
赴
く
こ
と
は
困
難
と

の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
郵
便
投
票
で
は
、
投
票
用
紙
等
の
郵
送
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
や
そ
の
請
求
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。

（
検
討
）

○
昨
今
の
情
報
通
信
技
術
の
発
展
に
鑑
み
、
在
外
選
挙
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
、
技
術
的
・
専
門
的
な
観
点
か
ら
集
中
的
に
議
論
。

○
在
外
選
挙
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
及
び
課
題
項
目
と
対
応
の
考
え
方
・
対
応
方
策
に
つ
い
て
整
理
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
海
外
利
用
を
前
提
に
、
公
的
個
人
認
証
機
能
に
よ
り
本
人
確
認
を
確
実
に
行
う
な
ど
、
一
定
の
対
応
方
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
在
外
選
挙
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
実
現
に
向
け
た
技
術
・
運
用
面
の
大
き
な
課
題
、
ハ
ー
ド
ル
は
ク
リ
ア
で
き
る
と
考
え
る
。

○
同
時
に
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
要
件
な
ど
シ
ス
テ
ム
の
実
装
段
階
に
向
け
て
詳
細
な
検
討
が
必
要
な
課
題
も
あ
り
、
そ
の
時
点
の
最
新
の
技
術
や
知
見

を
踏
ま
え
て
適
切
に
判
断
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

○
ま
た
、
導
入
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
し
て
、
在
外
選
挙
人
を
は
じ
め
と
し
た
幅
広
い
関
係
者
の
理
解
が
不
可
欠
。

○
在
外
選
挙
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
、
国
内
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
も
応
用
可
能
と
考
え
ら
れ
る
が
、
投
票

立
会
人
不
在
の
投
票
を
特
段
の
要
件
な
し
に
広
く
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
選
挙
の
公
正
確
保
な
ど
と
の
関
係
か
ら
議
論
が
必
要
で
あ
る
か
、
シ
ス

テ
ム
規
模
と
安
定
稼
働
対
策
、
大
規
模
な
シ
ス
テ
ム
構
築
や
維
持
に
要
す
る
コ
ス
ト
等
の
論
点
も
克
服
す
る
こ
と
が
必
要
。

（
参
考
）

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
（
令
和
４
年
６
月
６
日
閣
議
決
定
）

第
６

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
施
策

１
．
国
民
に
対
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
化

（
４
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
普
及
及
び
利
用
の
推
進

⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
国
外
継
続
利
用
の
実
現

令
和
６
年
度
（
20
24
 年

度
）
中
の
国
外
継
続
利
用
の
開
始
に
向
け
、
在
外
公
館
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
等
の
検
討
を
進
め
る
。

ま
た
、
本
開
始
に
伴
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
活
用
し
た
海
外

在
留
邦
人
に
対
す
る
円
滑
な
領
事
業
務
の
在
り
方
の
検
討
を
進
め
る
。



2

（
参
考
）
在
外
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
（
イ
メ
ー
ジ
図
）
（
投
票
環
境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会
報
告
よ
り
抜
粋
）



3

（
参
考
）
リ
ス
ク
・
課
題
に
対
応
す
る
在
外
選
挙
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
・
要
件
（
投
票
環
境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会
報
告
よ
り
抜
粋
）

課
題
項
目

対
応
の
考
え
方
及
び
対
応
方
策

１
．
本
人
確
認
の
確
実
な
実
施

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
海
外
利
用
を
前
提
に
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
確
認

２
．
在
外
選
挙
人
名
簿
と
の
照
合

在
外
選
挙
人
名
簿
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
、
個
別
の
市
町
村
ご
と
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
行
う
選
挙
人
を
登
録
し
、
各
市
町
村
は
、
自

団
体
分
の
み
に
ア
ク
セ
ス
可
能
と
す
る
。

３
．
投
票
の
秘
密
の
確
保

①
投
票
デ
ー
タ
の
暗
号
化
等

②
選
挙
人
と
投
票
デ
ー
タ
の
事
後
的
な
マ
ッ

チ
ン
グ
の
防
止

①
投
票
デ
ー
タ
を
暗
号
化
し
て
投
票
（
送
信
）
。
投
票
デ
ー
タ
の
復
号
に
あ
た
っ
て
は
、
本
人
情
報
を
切
り
離
し
た
上
で
行
う
。

②
選
挙
人
の
電
子
署
名
を
付
与
し
た
投
票
デ
ー
タ
は
、
検
証
（
本
人
確
認
）
後
に
電
子
署
名
を
削
除
し
、
選
挙
人
情
報
と
は
切
り
離

し
て
保
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
後
的
な
マ
ッ
チ
ン
グ
を
防
止
。

４
．
シ
ス
テ
ム
ダ
ウ
ン
対
策

①
シ
ス
テ
ム
の
安
定
稼
働

②
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
対
策

③
一
斉
ア
ク
セ
ス
に
係
る
負
荷
へ
の
対
策

①
各
サ
ー
バ
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
や
自
然
災
害
等
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
の
故
障
・
ダ
ウ
ン
等
に
備
え
、
サ
ー
バ
の
二
重
化
・
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
の
対
策
を
検
討
。

②
不
正
ア
ク
セ
ス
、
Ｄ
Ｄ
ｏ
Ｓ
攻
撃
（
※
）
等
の
対
策
と
し
て
、
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
や
侵
入
検
知
・
防
止
シ
ス
テ
ム
（
Ｉ
Ｄ
Ｓ
／

Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
の
構
築
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
側
で
提
供
し
て
い
る
Ｄ
Ｄ
ｏ
Ｓ
対
策
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
等
を
適
切
に
判
断
。

※
大
量
デ
ー
タ
の
送
信
に
よ
り
、
過
大
な
負
荷
を
与
え
て
シ
ス
テ
ム
を
停
止
さ
せ
る
攻
撃

③
在
外
選
挙
人
が
一
斉
に
ア
ク
セ
ス
し
た
場
合
の
負
荷
に
も
耐
え
得
る
サ
ー
バ
容
量
の
確
保
や
、
負
荷
分
散
な
ど
輻
輳
（
通
信
の
許

容
量
を
超
え
る
状
態
）
を
回
避
す
る
技
術
的
な
仕
組
み
を
整
備
。

５
．
デ
ー
タ
改
ざ
ん
等
へ
の
対
応

（
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
確
保
）

不
正
な
書
換
え
等
が
な
い
な
ど
の
デ
ー
タ
の
正
確
性
の
確
保
及
び
シ
ス
テ
ム
の
安
定
稼
働
の
た
め
、
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
サ
ー

バ
の
二
重
化
・
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
対
策
な
ど
の
技
術
的
対
策
を
講
じ
る
。

ま
た
、
事
後
検
証
が
可
能
で
、
シ
ス
テ
ム
が
正
常
に
動
作
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
一
助
と
し
て
各
種
監
査
証
跡
（
ロ
グ
）
を
保
存
す
る

な
ど
の
仕
組
み
を
整
備
。

６
．
事
後
的
な
投
票
内
容
の
検
証
手
段

（
開
票
結
果
の
正
当
性
）

争
訟
対
応
な
ら
び
に
事
後
検
証
に
備
え
、
シ
ス
テ
ム
全
般
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
た
め
の
各
種
監
査
証
跡
（
ロ
グ
）
や
証
拠
書
類
を
保

存
。

７
．
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

①
通
信
回
線
に
対
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

②
個
人
端
末
に
対
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

③
テ
ス
ト
・
実
証
環
境
の
整
備

④
投
票
シ
ス
テ
ム
と
開
票
シ
ス
テ
ム
の
関
係

①
投
票
デ
ー
タ
の
暗
号
化
に
加
え
、
経
路
の
暗
号
化
（
通
信
の
暗
号
化
）
な
ど
の
技
術
的
対
策
を
講
じ
る
。

②
個
人
端
末
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
の
自
己
責
任
を
原
則
と
す
る
が
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
等
に
関
す
る
啓
発
、

シ
ス
テ
ム
の
正
常
な
動
作
が
一
般
的
に
確
保
さ
れ
る
端
末

・
Ｏ
Ｓ
等
に
つ
い
て
の
公
表
・
周
知
、
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
の
設
置
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
。

③
シ
ス
テ
ム
開
発
後
の
運
用
開
始
前
な
ら
び
に
実
運
用
開
始
後
に
お
い
て
も
、
様
々
な
ケ
ー
ス
に
備
え
た
十
分
な
テ
ス
ト
・
実
証
を

行
う
環
境
を
整
備
し
、
検
証
を
行
う
。

④
投
票
シ
ス
テ
ム
と
開
票
・
集
計
シ
ス
テ
ム
は
デ
ー
タ
抽
出
・
移
送
に
よ
る
リ
ス
ク
を
生
ま
ず
、
か
つ
、
概
念
と
し
て
は
分
か
れ
た

も
の
と
し
、
開
票
管
理
者
が
開
票
立
会
人
の
立
会
い
の
下
で
開
票
作
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
手
順
を
経
て
か
ら
開
票
・
集

計
に
係
る
処
理
を
行
う
。

８
．
そ
の
他
の
想
定
さ
れ
る
リ
ス
ク

①
諸
外
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
規
制

②
内
部
統
制

①
国
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
異
な
る
中
、
サ
イ
ト
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
緊
急
時
対
策
と
し
て
、
在
外
公
館
に
お
い
て
投
票
が

で
き
る
環
境
整
備
な
ど
を
図
る
。

②
選
挙
事
務
従
事
者
等
の
内
部
関
係
者
の
不
適
切
な
行
為
に
よ
る
不
正
や
ミ
ス
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
対
策
（
ア
ク
セ
ス
権
管

理
、
二
要
素
認
証
、
監
視
、
二
重
チ
ェ
ッ
ク
、
透
明
性
の
高
い
フ
ロ
ー
）
、
迅
速
に
検
知
す
る
仕
組
み
、
罰
則
規
定
等
、
技
術
・
運

用
・
制
度
の
観
点
か
ら
対
策
を
講
じ
る
。



1

特
区
制
度
の
あ
ゆ
み

構
造
改
革
特
区

(H
1
4
年
1
2
月
〜
)

総
合
特
区

(H
2
3
年
6
月
〜
)

国
家
戦
略
特
区

(H
2
5
年
1
2
月
〜
)

突
破
し
た
規
制
は
、

同
じ
条
件
な
ら
、

全
国
で
活
用
可
能
。

突
破
し
た
規
制
は
、

総
合
特
区
で
あ
れ
ば
、

活
用
可
能
。

突
破
し
た
規
制
は
、

先
ず
は
1
3
の
特
区

エ
リ
ア
内
で
活
用
。

府
省
間
直
接
調
整

国
と
地
方
の
協
議
会

民
間
有
識
者
が

調
整
を
リ
ー
ド

評
価
調
査
委
が

全
国
化
を
促
進
。

財
政
的
支
援
を
含

め
、
取
組
を
総
合
的

に
支
援
。

特
区
エ
リ
ア
の
取
組

を
評
価
。
全
国
措
置

化
を
推
進
。

⚫
国
家
戦
略
特
区
制
度
は
、
大

胆
な

規
制

・
制

度
改

革
を

実
行
し
、
「世

界
で

一
番

ビ
ジ

ネ
ス

の
し

や
す

い
環

境
」を

創
出

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
創
設
。
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
2
5
年
成
立
）
に
基
づ
く
制
度
。

令
和
４
年
６
月
時
点

参
考
資
料
３



国
家
戦
略
特
区
制
度
の
あ
ゆ
み

◼
平
成
2
5
年
1
2
月
７
日

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
成
立

・
都
市
計
画
法
等
に
係
る
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化

・
農
業
委
員
会
と
市
町
村
の
事
務
分
担
に
係
る
特
例
等

◼
平
成
2
6
年
５
月
１
日

１
次
指
定

◼
平
成
2
7
年
７
月
1
5
日

同
法
改
正
（
公
布
）

・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
ビ
ザ

・
地
域
限
定
保
育
士

等

◼
平
成
2
7
年
８
月
2
8
日

２
次
指
定

◼
平
成
2
8
年
１
月
2
9
日

３
次
指
定

◼
平
成
2
8
年
６
月
３
日

同
法
改
正
（
公
布
）

・
遠
隔
服
薬
指
導

・
株
式
会
社
等
に
よ
る
農
地
取
得
等

◼
平
成
2
9
年
６
月
2
3
日

同
法
改
正
（
公
布
）

・
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
・
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
就
労
促
進

・
小
規
模
認
可
保
育
所
に
お
け
る
対
象
年
齢
の
拡
大
等

◼
令
和
２
年
６
月
３
日

同
法
改
正
（
公
布
）

・
「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
」
構
想
の
実
現
に
向
け
た
制
度
の
整
備

・
地
域
限
定
型

規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
制
度
の
創
設

・
特
区
民
泊
に
お
け
る
欠
格
事
由
（
暴
力
団
排
除
規
定
等
）
等
の
整
備

◼
令
和
３
年
５
月
1
9
日

同
法
改
正
（
公
布
）

・
株
式
会
社
等
に
よ
る
農
地
取
得
の
特
例
の
延
長

・
工
場
立
地
規
制
の
特
例
の
創
設
等

◼
令
和
４
年
４
月
1
5
日

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
、

デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
指
定

国
家

戦
略

特
区

法
改

正
の

流
れ

◼
２
次
指
定
（
平
成
2
7
年
8
月
政
令
改
正
）

○
仙
北
市
：
「
農
林
･医
療
の
交
流
」
の
た
め
の
改
革
拠
点

○
仙
台
市
：
「
女
性
活
躍
・
社
会
起
業
」
の
た
め
の
改
革
拠
点

○
愛
知
県
：
「
産
業
の
担
い
手
育
成
」
の
た
め
の

教
育
・
雇
用
・
農
業
等
の
総
合
改
革
拠
点

◼
１
次
指
定
（
平
成
2
6
年
５
月
政
令
制
定
）

○
東
京
圏
：
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
拠
点

○
関
西
圏
：
医
療
等
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
、
チ
ャ
レ
ン
ジ

人
材
支
援

○
新
潟
市
：
大
規
模
農
業
の
改
革
拠
点

○
養
父
市
：
中
山
間
地
農
業
の
改
革
拠
点

○
福
岡
市
：
創
業
の
た
め
の
雇
用
改
革
拠
点

○
沖
縄
県
：
国
際
観
光
拠
点

◼
３
次
指
定
（
平
成
2
8
年
１
月
政
令
改
正
）

○
千
葉
市
（
東
京
圏
）

：
「
近
未
来
技
術
実
証
・
多
文
化
都
市
」
の
構
築

○
広
島
県
・
今
治
市

：
国
際
交
流
・
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
活
用
特
区

○
北
九
州
市
（
福
岡
市
・
北
九
州
市
）

：
高
年
齢
者
の
活
躍
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
よ
る

人
口
減
少
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応

区
域

の
指

定
の

状
況

◼
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
指
定

（
令
和
４
年
４
月
政
令
改
正
）

○
つ
く
ば
市
：
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ

○
大
阪
市

：
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ

○
吉
備
中
央
町
・
茅
野
市
・
加
賀
市

：
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
（
革
新
的
事
業
連
携
型
国
家
戦
略
特
区
）

2



国
家
戦
略
特
区
制
度
の
仕
組
み

3



国
家
戦
略
特
区
制
度
で
実
現
し
た
主
な
規
制
改
革
や
成
果

◼
都

市
計

画
手

続
き

の
迅

速
化

→
 東

京
都

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

経
済

波
及

効
果

は
、

約
１

５
兆

円
。

◼
建

築
物

用
地

下
水

の
採

取

都
市
再
生

◼
古

民
家

へ
の

旅
館

業
法

の
適

用
除

外
【
全

国
措

置
化

】

→
 2

0
1

9
年

度
に

約
1

億
2

千
1

百
万

円
の

市
場

を
創

出
。

◼
特

区
民

泊
の

創
設

→
 2

0
2

1
年

度
末

時
点

で
2

,0
0

8
事

業
者

が
参

入
し

、
9

,5
0

9
居

室
が

認
定

。

◼
観

光
客

向
け

ラ
イ

ド
シ

ェ
ア

事
業

の
解

禁
→

 養
父

市
・
愛

知
県

日
間

賀
島

で
事

業
を

実
施

。

観
光

農
業
・
林
業

保
育

◼
外

国
人

家
事

支
援

人
材

の
受

入
解

禁
→

 約
1

,0
0

0
人

の
家

事
支

援
人

材
に

よ
り

女
性

の
活

躍
推

進
に

貢
献

。

◼
創

業
外

国
人

材
の

特
例

（
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

ビ
ザ

）
の

創
設

→
創

業
に

向
け

2
8

9
名

が
特

例
を

活
用

。
制

度
拡

充
に

よ
り

、
海

外
で

人
気

の
コ

ワ
ー

キ
ン

グ
ス

ペ
ー

ス
等

で
の

創
業

も
可

能
に

。

外
国
人
材

令
和
３
年
度
末
時
点

◼
都

市
公

園
内

保
育

所
設

置
の

解
禁

【全
国

措
置

化
】

→
 該

当
エ

リ
ア

の
待

機
児

童
約

３
割

の
解

消
に

貢
献

。

◼
小

規
模

認
可

保
育

所
（

対
象

年
齢

の
拡

大
）

→
 2

0
2

1
年

度
末

時
点

で
兵

庫
県

西
宮

市
ほ

か
２

市
の

１
４

施
設

で
3

歳
児

以
上

の
受

入
に

対
応

。

◼
地

域
限

定
保

育
士

→
 2

0
2

1
年

度
は

神
奈

川
県

で
6

0
1

人
、
大

阪
府

で
3

5
0

人
が

地
域

限
定

保
育

士
試

験
に

合
格

し
、
保

育
人

材
の

確
保

に
貢

献
。

◼
農

業
生

産
法

人
の

要
件

緩
和

【全
国

措
置

化
】

◼
農

家
レ

ス
ト

ラ
ン

の
農

地
内

設
置

特
例

【
全

国
措

置
化

】

→
 1

2
箇

所
で

開
設

し
、
農

業
の

６
次

産
業

化
や

雇
用

の
創

出
に

貢
献

。

◼
保

安
林

の
解

除
手

続
期

間
の

短
縮

【全
国

措
置

化
】

→
 愛

知
県

が
全

国
初

活
用

。
自

動
車

産
業

の
国

内
立

地
の

機
動

的
な

拡
充

に
貢

献
。

4

◼
外

国
医

師
の

業
務

解
禁

→
 2

0
2

1
年

度
末

時
点

で
延

べ
８

人
の

外
国

医
師

に
よ

る
医

業
が

可
能

と
な

り
、
外

国
人

の
医

療
ニ

ー
ズ

に
対

応
。

◼
病

床
規

制
の

特
例

→
 2

0
2

1
年

度
末

時
点

で
全

国
1

0
箇

所
の

医
療

機
関

に
お

い
て

増
床

が
可

能
と

な
り

、
最

先
端

医
療

の
提

供
に

貢
献

。

◼
医

学
部

の
新

設
◼

遠
隔

服
薬

指
導

の
解

禁
（

過
疎

地
・
都

市
部

）【
全

国
措

置
化

】

医
療



区
域
計
画
の
認
定
状
況
（
活
用
事
項
数
：
6
６
、
認
定
事
業
数
：
４
０
８
）

令
和
４
年
６
月
時
点

5



ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
に
つ
い
て

（
国
家
戦
略
特
区
制
度
を
活
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
の
推
進
）

内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局

令
和
４
年
（

20
22
年
）
８
月



住
民
が
参
画
し
、住
民
目
線
で
、2

03
0年

頃
に
実
現
さ
れ
る
未
来
社
会
を
先
行
実
現
す
る
こと
を
目
指
す
。

【ポ
イ
ン
ト
】

①
生
活
全
般
に
ま
た
が
る
複
数
分
野
の
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

AI
や
ビッ
グ
デ
ー
タな
ど先

端
技
術
を
活
用
し、
行
政
手
続
、移

動
、医

療
、教

育
な
ど幅

広
い
分
野
で
利
便
性
を
向
上
。

②
複
数
分
野
間
で
の
デ
ー
タ
連
携

複
数
分
野
の
先
端
的
サ
ー
ビス
実
現
の
た
め
、「
デ
ー
タ連

携
基
盤
」を
通
じて
、様

々
な
デ
ー
タを
連
携
・共
有
。

③
大
胆
な
規
制
改
革

先
端
的
サ
ー
ビス
を
実
現
す
る
た
め
の
規
制
改
革
を
同
時
・一
体
的
・包
括
的
に
推
進
。

（
＊
１
）

AP
I 

:A
pp

lic
at

io
n 

Pr
og

ra
m

m
in

g 
In

te
rf

ac
e
異
な
る
ソ
フト
同
士
で
デ
ー
タや
指
令
を
や
りと
りす
る
とき
の
接
続
仕
様

デ
ー
タ

連
携

基
盤

先
端
的

サ
ー
ビ
ス

デ
ー
タ

提
供
者

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
構
成

移
動

物
流

観
光

医
療

介
護

教
育

支
払
い

環
境

先
端
的
サ
ー
ビス
を
促
進
す
る
た
め
、デ
ー
タ連

携
基
盤
を
通
じ、
必
要
な
時
に
必
要
な
デ
ー
タを
迅
速
に
連
携
・共
有

地
域
住
民

政
府

N
PO

大
学

観
光
客

防
災

地
理
デ
ー
タ
・空
間
デ
ー
タ

固
有
デ
ー
タエ
ネ
ル
ギ
ー

都
市
共
通
イ
ン
フラ

デ
ー
タ
ホ
ル
ダ
ー

デ
ー
タ
連
携
基
盤

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ構

想
の
概
要

オ
ー
プ
ン

AP
I（
＊
１
）

自
治
体

企
業

オ
ー
プ
ン

AP
I（
＊
１
）

行
政

手
続

1



４
月

16
日

提
案
締
め
切
り（

31
の
地
方
公
共
団
体
か
ら提

案
）

８
月
６
日

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
区
域
指
定
に
関
す
る
専
門
調
査
会
（
第
１
回
）

８
月

24
日

地
方
公
共
団
体
に
対
し、
規
制
改
革
な
どの
再
提
案
を
依
頼

10
月

15
日

再
提
案
の
締
め
切
り （

28
の
地
方
公
共
団
体
か
ら提

案
）

秋
～

国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
規
制
改
革
な
どを
集
中
的
に
議
論

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ、
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
の
区
域
指
定
ま
で
の
経
緯

令
和
３
年
（

20
21
年
）

令
和
２
年
（

20
20
年
）

９
月
１
日

改
正
国
家
戦
略
特
区
法

施
行

12
月

25
日

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ提
案
の
公
募
開
始

２
月
９
日

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
区
域
指
定
に
関
す
る
専
門
調
査
会
（
第
２
回
）

３
月
４
日

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
区
域
指
定
に
関
す
る
専
門
調
査
会
（
第
３
回
）

３
月

10
日

国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議

４
月

12
日

政
令
閣
議
決
定
（
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィと
して
つ
くば
市
及
び
大
阪
市
、デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区
とし
て
吉
備
中
央
町
、茅

野
市
及
び
加
賀
市
を
指
定
）

令
和
４
年
（

20
22
年
）

2



令
和
３
年
４
月
、3

1の
地
方
公
共
団
体
か
らス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
提
案
。

同
年

10
月
、う
ち
、2

8の
地
方
公
共
団
体
か
ら、
規
制
改
革
な
どの
再
提
案
。

北
九
州
市

松
本
市

河
内
長
野
市

大
阪
府
・大
阪
市
共
同

京
都
府
・

精
華
町
・木
津
川
市
・

京
田
辺
市
共
同

和
歌
山
県
・

す
さみ
町
共
同

茅
野
市

吉
備
中
央
町

更
別
村

矢
巾
町
※

仙
台
市

会
津
若
松
市

神
石
高
原
町
※

仙
北
市

高
松
市

熊
本
県
・人
吉
市
共
同

延
岡
市

東
広
島
市

養
父
市

つ
くば
市

前
橋
市

小
田
原
市

加
賀
市

浜
松
市

愛
知
県
・

常
滑
市
共
同

石
垣
市

多
気
町
等
６
町
共
同

山
口
市

幸
田
町

鎌
倉
市

大
府
市
※

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

※
の
３
団
体
は

10
月
に
再
提
案
が
な
か
った

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ型

国
家
戦
略
特
区
の
提
案
自
治
体

3



①
デ
ー
タ連

携
基
盤
を
通
じた
複
数
分
野
の
先
端
的
サ
ー
ビス
の
提
供
（
概
ね
５
分
野
以
上
を
目
安
）

②
広
範
か
つ
大
胆
な
規
制
・制
度
改
革
の
提
案
と、
先
端
的
サ
ー
ビス
等
の
事
業
の
実
現
に
向
け
た

地
方
公
共
団
体
、民

間
事
業
者
等
の
強
い
コミ
ット
メン
ト

③
構
想
全
体
を
企
画
す
る
者
で
あ
る
「ア
ー
キ
テ
クト
」の
存
在

④
地
方
公
共
団
体
の
公
募
に
よ
る
必
要
な
能
力
を
有
す
る
主
要
な
事
業
者
候
補
の
選
定

⑤
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
区
域
指
定
応
募
前
の
住
民
等
の
意
向
の
把
握

⑥
デ
ー
タ連

携
基
盤
の
互
換
性
確
保
及
び
安
全
管
理
基
準
適
合
性

⑦
住
民
等
の
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い

令
和
２
年

10
月

30
日
一
部
変
更

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ型

国
家
戦
略
特
区
の
指
定
基
準
（
国
家
戦
略
特
区
基
本
方
針
）

4



ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ型

国
家
戦
略
特
区

デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区

（
吉
備
中
央
町
、茅

野
市
、加
賀
市
）

つ
くば
市

大
阪
（
府
・市
）

概 要

・つ
くば
ス
ー
パ
ー
「サ
イエ
ン
ス
」シ
テ
ィ構
想
。

デ
ジ
タル
、ロ
ボ
ット
等
の
最
先
端
技
術
を
社
会
実
装

・住
民
参
加
で
、住

民
中
心
の
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィを

目
指
す

・対
象
エ
リア
は
、つ
くば
市
全
域

・国
の
研
究
機
関
、筑

波
大
等
と連

携
し推

進

・2
02

5年
の
大
阪
万
博
開
催
を
見
据
え
た
取
組

・「
デ
ー
タで
拡
げ
る
健
康
とい
の
ち
」が
テ
ー
マ

・対
象
エ
リア
は
、万

博
予
定
地
の
夢
洲
、大

阪
駅

北
の
「う
め
き
た
２
期
」の
二
つ
の
新
規
開
発
エ
リア

・住
民

Q
oL
向
上
、都

市
競
争
力
強
化
を
目
指
す

・関
経
連
、大

商
、万

博
協
会
等
と連

携
し推

進

・３
自
治
体
が
連
携
し、
デ
ジ
タル
技
術
を
活
用
し

健
康
、医

療
の
課
題
解
決
に
重
点
的
に
取
り組

む
・人
口
減
少
、少

子
高
齢
化
、コ
ロナ
禍
な
ど地

方
の
課
題
解
決
の
モ
デ
ル
化
を
目
指
す

・医
療
や
デ
ジ
タル
の
専
門
家
、地

域
の
医
療
機
関

等
の
強
い
コミ
ット
メン
トの
も
と推

進

事 業 構 想

移
動
・物
流
分
野

・新
型
モ
ビリ
テ
ィや
ロボ
ット
の
本
格
導
入

・ロ
ボ
ット
や
ドロ
ー
ン
に
よ
る
荷
物
の
配
送

行
政
分
野

・イ
ン
ター
ネ
ット
投
票

・外
国
人
向
け
多
言
語
で
の
情
報
発
信

医
療
分
野

・マ
イナ
ン
バ
ー
を
活
用
した
デ
ー
タ連

携
に
よ
る
健
康
・

医
療
サ
ー
ビス
の
提
供

・効
率
的
な
避
難
誘
導
と避

難
所
で
の
医
療
連
携

・イ
ン
フラ
長
寿
命
化

デ
ジ
タル
ツイ
ン
・ま
ち
づ
くり

・3
D
マ
ップ
の
作
成
に
よ
る
デ
ジ
タル
ツイ
ン
の
実
現

・ロ
ボ
ット
と共

生
す
る
都
市
空
間
の
創
出

最
適
移
動
社
会
の
実
現

・日
本
初
の
空
飛
ぶ
クル
マ
の
社
会
実
装

・自
動
運
転
バ
ス
（
レ
ベ
ル
４
）
に
よ
る
万
博
来
場

者
の
輸
送

・夢
洲
建
設
工
事
で
の
貨
客
混
載
輸
送
、ド
ロ
ー
ン

の
積
極
活
用

健
康
長
寿
社
会
の
実
現

・国
籍
や
場
所
に
とら
わ
れ
な
い
先
端
的
な
国
際
医
療

サ
ー
ビス
（
外
国
人
医
師
に
よ
る
診
察
、外

国
の

医
師
に
よ
る
遠
隔
診
療
等
）

・ヒ
ュー
マ
ン
デ
ー
タ、

AI
の
活
用
に
よ
る
健
康
増
進

プ
ログ
ラム
の
提
供

デ
ー
タ駆

動
型
社
会
の
実
現

・A
Iに
よ
る
気
象
予
報

・夢
洲
建
設
工
事
で
の

BI
M
デ
ー
タ等

の
活
用

・V
R・

M
R技

術
の
活
用
等
に
よ
る
「未
来
の
公
園
」

健
康
医
療
分
野
の
タス
クシ
フト

・在
宅
医
療
に
お
け
る
看
護
師
の
役
割
拡
大

・救
急
医
療
に
お
け
る
救
急
救
命
士
の
役
割
拡
大

健
康
医
療
情
報
の
連
携

・健
康
医
療
情
報
の
自
治
体
を
超
え
た
デ
ー
タ連

携
・健
康
医
療
情
報
の
患
者
本
人
や
そ
の
家
族
に
よ
る

一
元
管
理
（
医
療
版
「情
報
銀
行
」制
度
構
築
）

移
動
・物
流
サ
ー
ビス

・ボ
ラン
テ
ィア
ドラ
イバ
ー
に
よ
る
通
院
送
迎

・タ
クシ
ー
等
を
使
った
医
薬
品
等
の
配
送

オ
ー
プ
ン
ハ
ブ

・外
国
人
創
業
活
動
支
援

・大
学
の
土
地
や
施
設
等
の
貸
付

等

薬

予
防
医
療
や
Ａ
Ｉ
活
用

・A
I、
チ
ャッ
ト機

能
を
活
用
した
遠
隔
服
薬
指
導
等

防
災
・イ
ン
フラ
・防
犯

5

第
5
3
回
国
家

戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
（令

和
４
年
３
月

1
0
日
）
資
料
３



○
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィは
、幅

広
い
分
野
で
Ｄ
Ｘ
を
進
め
る
「未
来
社
会
」志
向
で
あ
る
の
に
対
し、
デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区
は
、人

口
減
少
、少

子
高
齢
化

な
ど特

に
地
方
部
で
問
題
とな
って
い
る
課
題
に
焦
点
を
当
て
、当

該
特
区
に
お
い
て
先
駆
的
に
地
域
の
課
題
解
決
を
図
る
こと
を
重
視
。

○
い
ず
れ
も
国
家
戦
略
特
区
とし
て
、デ
ジ
タル
田
園
都
市
国
家
構
想
を
先
導
す
る
こと
が
期
待
され
る
。

幅
広
い
分
野
の
Ｄ
Ｘ

（
「未
来
社
会
」志
向
）

人
口
減
少
、少

子
高
齢
化
へ
の
対
応

（
「地
域
の
課
題
解
決
」志
向
）

規
制
改
革

現
行
制
度

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ型
国
家
戦
略
特
区

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

（
革
新
的
事
業
連
携
型
国
家
戦
略
特
区
）

・デ
ジ
タ
ル
基
盤
の
整
備

・デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
・確
保

・地
方
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
実
装

・誰
一
人
取
り残

さ
れ
な
い
た
め
の
取
組

国
家
戦
略
特
区

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ型

国
家
戦
略
特
区
等
とデ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想

…

デ
ジ
タル
田
園
都
市
国
家
構
想

6



経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

20
22
（
骨
太
方
針

20
22
）
（
抄
）

新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
（
抄
）

○
経

済
財

政
運

営
と
改

革
の

基
本

方
針

2
0
2
2
（
骨

太
方

針
2
0
2
2
）
（
令

和
４
年

６
月

７
日

閣
議

決
定

）
（
抄

）

第
２
章

２
．
（
３
）
多
極
化
・
地
域
活
性
化
の
推
進

（
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
）

（
前

略
）
あ
わ

せ
て
、
デ
ジ
タ
ル

田
園

都
市

国
家

構
想

を
先

導
す
る
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
ス
ー
パ

ー
シ
テ
ィ

及
び
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区

の
取
組
を
推
進
す
る
。

○
新

し
い
資

本
主

義
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
及

び
実

行
計

画
（
令

和
４
年

６
月

７
日

閣
議

決
定

）
（
抄

）

Ⅴ
．
１
．
（
１
）

⑥
規
制
・
制
度
の
一
括
改
革
と
実
証
事
業
の
実
施

（
前

略
）
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル

田
園

都
市

国
家

構
想

を
先

導
す
る
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
ス
ー
パ

ー
シ
テ
ィ
及

び
デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区
の
取
組
を
推
進
す
る
。

7



先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・構
築
等
に
関
す
る
調
査
事
業
（
公
募
概
要
）

○
対
象
事
業
：
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ型
国
家
戦
略
特
区
又
は
デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区
に
お
い
て
、民

間
事
業
者
、大

学
等
が
提
供

しよ
うと
す
る
先
端
的
サ
ー
ビス
の
開
発
・構
築
や
先
端
的
サ
ー
ビス
実
装
の
た
め
の
デ
ー
タ連

携
に
関
す
る
調
査
事
業

○
実
施
主
体
：
民
間
事
業
者
、大

学
等

○
選
定
基
準
：

①
先
端
的
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
、ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ又
は
デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区
の
構
想
に
係
る
サ
ー
ビス
で
あ
る
こと

②
先
端
的
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
、実

証
に
とど
ま
らず
、社

会
実
装
を
行
うも
の
で
あ
る
こと

③
先
端
的
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
、先

進
性
や
革
新
性
を
有
す
る
こと
、国

際
競
争
力
の
強
化
又
は
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す
る
こと

④
先
端
的
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
、A

Iの
活
用
や
デ
ー
タ連

携
な
どデ
ジ
タル
化
に
関
連
す
る
サ
ー
ビス
で
あ
る
こと

⑤
本
件
調
査
が
、大

胆
な
規
制
改
革
や
新
た
な
ル
ー
ル
・制
度
設
計
の
検
討
に
つ
な
が
る
こと

⑥
本
件
調
査
の
実
施
や
本
件
の
応
募
に
つ
い
て
、指

定
区
域
の
地
方
公
共
団
体
か
ら同

意
等
を
得
て
い
る
こと

等
○
選
定
件
数
：

10
件
～

15
件
程
度

○
選
定
方
法
：
外
部
有
識
者
を
含
む
選
定
委
員
会
に
よ
る
審
査

○
予
算
総
額
：
８
億

3,
00

0万
円
程
度

○
１
件
当
た
りの
予
算
額
：

2,
00

0万
円
～

5,
00

0万
円
程
度
（
３
分
野
以
上
又
は
３
区
域
以
上
で
取
り組

む
場
合
等
は
上
限
１
億
円
）

○
公
募
期
間
：
６
月
１
日
～
６
月

20
日

8



先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・構
築
等
に
関
す
る
調
査
事
業
（
採
択
事
業
一
覧
）

N
o.

事
業
内
容

関
連
す
る
国
家
戦
略
特
区

①
公
職
選
挙
に
お
け
る
イン
ター
ネ
ット
投
票
の
実
現
に
向
け
た
技
術
的
検
証

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
茨
城
県
つ
くば
市
）

②
ロボ
ット
や

Io
Tセ
ン
サ
等
を
活
用
した
イン
クル
ー
シ
ブ
シ
テ
ィの
実
現

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
茨
城
県
つ
くば
市
）

③
リア
ル
メタ
バ
ー
ス
と連

携
した
レ
ベ
ル
４
の
ドロ
ー
ン
物
流

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
茨
城
県
つ
くば
市
）

④
救
急
医
療
の
質
向
上
の
た
め
の
高
度
救
急
搬
送
シ
ス
テ
ム
の
構
築

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
茨
城
県
つ
くば
市
）

⑤
交
通
弱
者
の
ラス
トワ
ン
マ
イル
対
策
とし
て
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
モ
ビリ
テ
ィを
活
用
した
移
動
サ
ー
ビス

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
茨
城
県
つ
くば
市
）

⑥
空
飛
ぶ
クル
マ
の
大
阪
ベ
イエ
リア
航
路
実
現
性
の
調
査

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
大
阪
府
大
阪
市
）

⑦
夢
洲
プ
ラッ
トフ
ォー
ム
の
構
築

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
大
阪
府
大
阪
市
）

⑧
「コ
モ
ン
グ
ラウ
ン
ド構

想
」の
早
期
実
現
に
向
け
た
プ
ラッ
トフ
ォー
ム
の
構
築

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
大
阪
府
大
阪
市
）

⑨
交
通
分
野
の
ダイ
ナ
ミッ
クプ
ライ
シ
ン
グ
等
を
通
じた
「O

SA
KA
ファ
ス
トパ
ス
」サ
ー
ビス
実
現

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ（
大
阪
府
大
阪
市
）

⑩
健
康
医
療
情
報
の
自
治
体
を
超
え
た
デ
ー
タ連

携
の
実
現

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

⑪
救
急
救
命
士
に
よ
る
エ
コー
検
査
の
実
施
等
に
向
け
た
技
術
的
検
証

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

⑫
訪
問
看
護
の
質
向
上
の
た
め
の
ポ
ケ
ット
エ
コー
を
活
用
した
排
泄
管
理
ア
セ
ス
メン
ト

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

⑬
看
護
師
に
よ
る

AI
診
断
支
援
ソ
フト
を
用
い
た
ポ
ー
タブ
ル
エ
コー
活
用

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

⑭
3D
マ
ップ
を
活
用
した
災
害
発
生
時
の
消
防
・自
主
防
災
組
織
等
の
連
携
支
援

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

⑮
W

i-F
iH

aL
ow
を
活
用
した
新
サ
ー
ビス
創
出
に
向
け
た
技
術
的
検
証
等

デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区

9



今
後
の
ス
ケ
ジ
ュー
ル

令
和
４
年
（

20
22
年
）

７
月
～

規
制
改
革
提
案
項
目
の
各
省
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
フォ
ロー
ア
ップ
を
実
施

８
月

26
日

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ・
ス
マ
ー
トシ
テ
ィフ
ォー
ラム

20
22
（
内
閣
府
主
催
）

秋
以
降

国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
規
制
改
革
を
集
中
的
に
議
論

冬
以
降

区
域
会
議
（
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
基
本
構
想
案
、デ
ジ
タル
田
園
健
康
特
区
の
区
域
計
画
案
の
審
議
）

国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
（
基
本
構
想
等
に
つ
い
て
審
議
）

２
月
・３
月

国
家
戦
略
特
区
法
改
正
法
案

国
会
提
出
（

P）

令
和
５
年
（

20
23
年
）

10



１
．
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ構

想
等
の
推
進

・
20

22
年
３
月
の
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、今

後
の
規
制
改
革
の
実
現
に
当
た
って
は
、以

下
の
方
針
で
取
り組

む
。

i)
規
制
所
管
省
庁
と概

ね
合
意
して
い
る
項
目
に
つ
い
て
、早

期
に
具
体
化
す
る

ii)
規
制
所
管
省
庁
と合

意
で
き
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
、特

区
Ｗ
Ｇ
等
を
活
用
して
規
制
所
管
省
庁
との
調
整
を
加
速
す
る
。

iii
)新
た
な
規
制
改
革
事
項
に
つ
い
て
、地

方
公
共
団
体
と連

携
し検

討
を
推
進
す
る
。

十
分
な
回
答
が
得
られ
な
か
った
規
制
改
革
事
項
に
つ
い
て
、特

区
Ｗ
Ｇ
を
開
催
し
規
制
所
管
省
庁
と集

中
的
に
議
論

上
記
方
針
に
基
づ
き
、以

下
の
項
目
に
つ
い
て
規
制
所
管
省
庁
に
対
して
回
答
を
要
請

i)
規
制
所
管
省
庁
と概
ね
合
意
し
て
い
る
項
目
の
具
体
的
な
措
置
状
況

ii)
規
制
所
管
省
庁
と合
意
で
き
て
い
な
い
項
目
に
係
る
現
時
点
の
対
応
方
針

（
ス
タ
ン
ス
の
変
更
の
有
無
）

第
54
回
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
決
定
事
項
（

6/
13
）

規
制
改
革
提
案
の
各
省
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
フォ
ロー
ア
ップ
実
施

（
７
月
～
）

iii
)

区
域
指
定
以
降
自
治
体
か
ら提

案
の

あ
った
新
た
な
規
制
改
革
事
項
に
つ
い
て
、

自
治
体
ヒア
リン
グ

秋
以
降

新
た
な
規
制
改
革
事
項
に
係
る
自
治
体

ヒア
リン
グ
（
８
月
以
降
）

規
制
改
革
提
案
事
項
の
今
後
の
進
め
方

11



（
参
考
）

規
制
改
革
の

具
体
化
の
状
況

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ

デ
ジ
タ
ル
田
園
健
康
特
区

（
吉
備
中
央
町
、茅
野
市
、加
賀
市
）

つ
くば
市

大
阪
（
府
・市
）

規
制
所
管
省
庁

と概
ね
合
意
して

い
る
項
目

・搭
乗
型
移
動
支
援
ロボ
ット
の
歩
道
通
行
の
特
例

・ロ
ボ
ット
の
自
動
走
行
等
に
も
活
用
可
能
な
３
次

元
空
間
の
デ
ジ
タル
基
盤
の
構
築

・外
国
人
創
業
活
動
支
援
に
関
す
る
特
例

・研
究
開
発
推
進
の
た
め
の
施
設
整
備
に
関
す
る
国

立
大
学
法
人
の
土
地
等
の
貸
付
に
関
す
る
特
例

・補
助
金
等
交
付
財
産
の
処
分
の
制
限
に
係
る
承

認
の
手
続
き
の
特
例

・マ
イナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
等
の
拡
大
の
検
討

・「
空
飛
ぶ
クル
マ
」の
社
会
実
装

・ソ
フト
ウ
ェア
を
活
用
した
気
象
予
報
に
係
る
気

象
予
報
士
の
設
置
基
準
の
緩
和

・ロ
ー
カル

5G
の
広
域
利
用

・万
博
に
関
す
る
仮
設
建
築
物
等
の
設
置
に
係

る
特
例

・新
た
な
機
能
性
表
示
食
品
の
実
現
に
向
け
た

相
談
対
応
等

・救
急
救
命
処
置
の
先
行
的
な
実
証

・過
疎
地
域
等
に
お
け
る
貨
客
混
載
の

実
施
に
係
る
ニ
ー
ズ
の
把
握

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
等
の
拡
大

の
検
討
【再
掲
】

・外
国
人
創
業
活
動
支
援
に
関
す
る
特

例
【再
掲
】

規
制
所
管
省
庁

と合
意
で
き
て
い

な
い
項
目

（
特
区
Ｗ
Ｇ
で

議
論
中
）

・公
職
選
挙
に
お
け
る
イン
ター
ネ
ット
投
票
の
実
施

・国
立
大
学
法
人
、国

の
研
究
機
関
の
調
達
に
つ

い
て

W
TO
政
府
調
達
協
定
対
象
機
関
か
ら除

外

・自
動
運
転
バ
ス
に
よ
る
貨
客
混
載
運
送

・英
語
に
よ
る
医
師
・看
護
師
試
験
の
実
施

・海
外
の
医
師
に
よ
る
遠
隔
診
療
の
実
施

・海
外
既
承
認

(国
内
未
承
認

)薬
の
処
方
の

実
施

・在
宅
医
療
に
お
け
る
看
護
師
の
特
定

行
為
の
拡
大

・妊
婦
健
診
を
踏
ま
え
た
予
防
医
療
との

混
合
診
療

・A
Iに
よ
る
オ
ン
ライ
ン
服
薬
指
導

等

※
具
体
的
な
項
目
は
今
後
の
検
討
に
よ
り追

加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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第
5
3
回
国
家

戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
（令

和
４
年
３
月

1
0
日
）
資
料
３



国
家
戦
略
特
区
法
等
に
基
づ
くス
ー
パ
ー
シ
テ
ィの
制
度
的
枠
組
み
と手

続
き
フロ
ー

閣 議 決 定 国 家 戦 略 特 区 基 本 方 針 （ 第 ５ 条 ）

※ ス ー パ ー シ テ ィ 区 域 の 指 定 基 準 等

政 令 改 正 国 家 戦 略 特 区 指 定 （ 第 ２ 条 第 １ 項 ）

※ ス ー パ ー シ テ ィ 区 域 を 政 令 で 指 定

総 理 決 定 国 家 戦 略 特 区 区 域 方 針 （ 第 ６ 条 ）

※ 政 令 で 指 定 し た ス ー パ ー シ テ ィ 区 域 に お け る 事 業 等 の 方 針

区 域 計 画 の 案 （ 通 称 ： 基 本 構 想 ） の

作 成 （ 第 ８ 条 ）

・ 区 域 の 名 称

・ ス ー パ ー シ テ ィ 事 業 （ 住 民 等 の 共 同 の 福

祉 又 は 利 便 増 進 を 図 る デ ー タ 連 携 基 盤 整

備 事 業 を 含 む も の に 限 る ） の 内 容 及 び 実

施 予 定 主 体

・ 先 端 的 区 域 デ ー タ 活 用 事 業 活 動 に 必 要 と

見 込 ま れ る 特 例 措 置

・ 経 済 的 社 会 的 効 果 等

区
域
会
議

（
特
区
担
当
大
臣
・
首
長
・
事
業
者
等
） 総 理 認 定

デ ー タ 連 携 基 盤

整 備 事 業 に 係 る

区 域 計 画 （ 第 ８

条 ）
・ 行 政 機 関 等 が 保

有 す る デ ー タ の 提

供 の 「 求 め 」 （ 安

全 管 理 基 準 を 満 た

す 者 に 限 る ）

 規 制 所 管 大 臣 に 対 す る 新 た な 規 制 の 特 例 措 置 の 求 め

区 域 会 議 は 、 先 端 的 区 域 デ ー タ 活 用 事 業 活 動 の 実 施 に 際 し 、 内 閣 総 理

大 臣 に 対 し 、 住 民 そ の 他 の 利 害 関 係 者 の 意 向 を 踏 ま え た 区 域 計 画 案 を

添 え て 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り （ 住 民 合 意 を 証 す る 書 面 、 必

要 に 応 じ 条 例 に よ る 規 制 改 革 の 案 を 添 付 ） 、 新 た な 規 制 の 特 例 措 置 の

整 備 を 「 求 め 」 る こ と が で き る 。

• 内 閣 総 理 大 臣 は 、 当 該 規 制 の 所 管 大 臣 に 新 た な 規 制 の 特 例 措 置 の 検 討

を 要 請 す る 。 規 制 所 管 大 臣 は 、 特 例 措 置 を 講 ず る か 否 か に つ い て 、 特

区 諮 問 会 議 の 意 見 を 聴 い た 上 で 、 遅 滞 な く 通 知 ・ 公 表 す る も の と す る 。

• 特 区 諮 問 会 議 は 、 必 要 に 応 じ 、 規 制 所 管 大 臣 に 対 し 勧 告 す る こ と が き

る 。

（ 地 方 事 務 の 場 合 ）

 条 例 に よ る 特 例 措 置 の 実 現

（ 国 事 務 の 場 合 ）

 新 た な 規 制 の 特 例 措 置 の 追 加

複 数 の 特 例 措 置 を 一 括 か つ 迅 速 に 実 現

国
家
戦
略
特
区
法
：
令
和
２
年
６
月
３
日
公
布
、９

月
１
日
施
行

国
家
戦
略
特
区
基
本
方
針
：
令
和
２
年

10
月

30
日
一
部
変
更

13


	議事次第案
	資料１　有識者会議の設置について
	資料２　委員名簿v2
	資料３　調査実証事業の概要
	資料３　調査実証事業の概要
	Slide 1 


	資料４　つくば市提案概要
	資料５　WGの議論の経緯（選挙課修正）
	資料５　WGの議論の経緯（選挙課修正）
	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 


	資料６　プレ住民投票検証項目一覧200220817
	Sheet1

	資料７　スケジュール（予定）v2
	資料７　スケジュール（予定）v2
	Slide 1 
	Slide 2 


	参考資料１　（整理中）公職選挙制度における各種投票方式の概要v2
	参考資料１　（整理中）公職選挙制度における各種投票方式の概要v2
	Slide 1 


	参考資料２　在外インターネット投票に向けた動き（修正）
	参考資料２　在外インターネット投票に向けた動き（修正）
	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 


	参考資料３　国家戦略特区の概要v2
	参考資料３　国家戦略特区の概要v2
	　　　　　　　特区制度のあゆみ　
	　　　　　　　国家戦略特区制度のあゆみ　
	　　　　　　　国家戦略特区制度の仕組み　
	　　　　　　　国家戦略特区制度で実現した主な規制改革や成果　
	　　　　　　　　区域計画の認定状況（活用事項数：6６、認定事業数：４０８）　


	参考資料４　スーパーシティ、デジタル田園健康特区についてv2
	スーパーシティ、デジタル田園健康特区について�（国家戦略特区制度を活用したデジタル田園都市国家構想の推進）
	スライド番号 2
	　スーパーシティ、デジタル田園健康特区の区域指定までの経緯
	　スーパーシティ型国家戦略特区の提案自治体
	　スーパーシティ型国家戦略特区の指定基準（国家戦略特区基本方針）
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	　今後のスケジュール
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	　国家戦略特区法等に基づくスーパーシティの制度的枠組みと手続きフロー

	資料５　WGの議論の経緯（選挙課修正）.pdf
	資料５　WGの議論の経緯（選挙課修正）
	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 



